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小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援事業実施要綱 

 

 

制定 令和４年１１月２８日 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、光熱費等物価高騰の影響を受けている介護保険施設等の負担を軽減し、今後も

安定的な運営を継続することを支援するために実施する小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援

事業（以下「事業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、本事業は、介護保

険施設等の燃料費等諸経費の負担軽減を図ることを趣旨とする。 

 （支援金の支給対象） 

第２条 小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援事業に係る支援金（以下「支援金」という。）の支

給対象となる事業所は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 小樽市内に事業所を有し、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定するサービスを提

供する指定事業所及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する施設等の許可又は

届出事業所のうち、別表に定めるもの。 

 (2) 令和８年４月１日時点で、市内で事業を行っていること。 

 (3) 令和９年３月３１日まで事業を継続する意思を有し、かつ休止又は廃止の予定がないこと。 

 (4) 令和８年１月から３月の間にサービスの提供実績を有していること。 

(5) 小樽市産業港湾部産業振興課が実施する小樽市高圧電気料金高騰対策支援事業に係る支援

金の交付を受けていないこと。 

２ 前項の規定にもかかわらず、小樽市障害福祉施設等物価高騰重点支援事業実施要綱第２条に規定 

する支援金の支給対象となる事業所及び小樽市医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業実施 

要綱第２条に規定する支援金の支給対象となる施設については、原則として本事業による支援金 

の対象としないものとする。 

 （支援金の支給額） 

第３条 支援金の額は、サービスの種別に応じ、１事業所ごとに別表に定める額とし、１事業所当た

りの支給回数は１回限りとする。 

２ 一つの法人において、複数の事業所を有している場合は、１事業所ごとに別表に定める額を算定

するものとし、原則として、複数事業所分を一括して支給するものとする。 

３ 支援金は、予算の範囲内で支給する。 

 （支援金の申請） 

第４条 支援金の支給を受けようとする事業所を運営する法人（以下「申請者」という。）は、小樽

市介護保険施設等物価高騰重点支援金支給申請書（様式第１号）及び口座振込申出書（様式第２

号）に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。 

(1) 通帳の写し（口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名及び支店名が分かるページの写

し） 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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２ 前項の規定による申請は、この要綱の施行の日から令和８年７月３１日までに行うものとする。

ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

 （支給決定及び支援金の支払） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、支援

金の支給の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金を支給することを決定し、併せて支給額を確定したときは、小

樽市介護保険施設等物価高騰重点支援金支給決定兼支給額確定通知書（様式第３号）により申請

者に通知するとともに、速やかに申出のあった口座に支援金を支払うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により支援金を支給しないことを決定したときは、小樽市介護保険施設等

物価高騰重点支援金支給不承認決定通知書（様式第４号）により、その旨及び理由を明示し、当該

申請者に通知するものとする。 

 （暴力団等の排除） 

第６条 市長は、小樽市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年小樽市条例第１９号）第３条

第２項に規定する警察その他の関係機関に対し、申請者又は支援金の支給決定を受けた者が、同

条例第２条第１項に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条例第５条第１項に

規定する暴力団関係事業者（以下「暴力団等」という。）に該当するか否かについて、必要に応じ

照会を行うものとする。 

２ 市長は、申請者が暴力団等に該当することが判明したときは、当該暴力団等に支援金を支給しな

い旨の決定をするものとする。 

３ 市長は、支援金の支給決定を受けた者が暴力団等に該当すると判明したときは、当該暴力団等に

係る支援金の支給の決定を取り消し、又は既に支給されている支援金の返還を命ずるものとする。 

 （返還） 

第７条 市長は、虚偽その他の不正手段により支援金を受給した者に対して、支援金の全部又は一部

の返還を命ずることができる。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１１月２８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

サービス種別 支援金の額 

居宅サービス 

18,000円 

 訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 

福祉用具貸与・特定福祉用具販売 

居宅介護支援 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

通所サービス 

定員×6,000円 
 通所介護 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

居住系・施設サービス 

定員×13,000円 

 短期入所生活介護 

特定施設入居者生活介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

地域密着型介護老人福祉施設 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム（A・B）・ケアハウス 

  備考 

   １ 病院、診療所又は薬局が設置者の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指

導、通所リハビリテーションは対象外とする。 

   ２ 「定員」については、令和８年４月１日時点の定員数とする。 

   ３ 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅は対象外とする。ただし、特定施設入

居者生活介護の指定を受けているものは指定分のみ対象とする。 
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様式第１号(第４条関係) 

年  月  日  

（宛先）小樽市長 様 

 

（申請者）住所 

            名称 

            代表者職氏名                  印 

 

小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援金支給申請書 

 

  小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援金の支給を受けたいので、小樽市介護保険施設等物価

高騰重点支援事業実施要綱第４条の規定により次のとおり申請します。 

 

 

１ 申請額                 円 

※上記金額の事業所別内訳 

事業所名 サービス種別 定員（名） 金額（円） 

    

    

    

    

    

    

 □ 次の事項に相違ないことを誓います（□に✔を御記入願います）。 

  ・令和８年４月１日時点で、市内で事業を行っています。 

 ・令和９年３月３１日まで事業継続し、かつ休止又は廃止の予定がありません。 

  ・令和８年１月から３月までの間にサービスの提供実績があります。 

  ・小樽市産業港湾部産業振興課の「高圧電気料金高騰対策支援事業」に係る支援金の交付を受けていません。 

【担当者連絡先】（日中、連絡可能な連絡先を御記入ください。） 

事業所名  

担当者氏名  

連絡先  
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様式第２号(第４条関係) 

口座振込申出書 

振込先口座 

金融機関名  

 銀行   ・ 信用金庫 

 信用組合 ・ 農業協同組合 

 労働金庫 

支店名   本店  支店  出張所 

口座種別 

口座番号 
普通預金  ・  当座預金 

口座番号（右詰めで御記入ください） 

        

フリガナ  

口座 

名義人 
 

 

※振込先通帳の写し（振込先（カナ）の記載事項を確認できるページ）を添付願います。 

※申請者と口座名義人が異なる場合は、下記の委任状に、申請者の記名及び捺印が必要です。 

 

委任状 

 

受任者 

（口座名義人） 

住所  

  印 名称  

代表者職氏名  

 私は、上記の者をもって代理人と定め、支援金の   受領   に関する 

一切の権限を委任します。 

 

    年  月  日 

 

小樽市長 様 

 

委任者 

（申請者） 

住所 
 

  印 名称 
 

代表者職氏名 
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様式第３号(第５条関係) 

 

第   号  

年  月  日  

  様 

 

小樽市長 

 

小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援金 

支給決定兼支給額確定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援金の支給に

ついて、次のとおり決定し、併せて支給額を確定したので、小樽市介護保険施設等物価高騰重点支

援事業実施要綱第５条の規定により通知します。 

 

  支給決定額                 円 

  ※上記金額の事業所別内訳 

 事業所名 金額（円） 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

（支給条件） 

  支援金に係る予算の執行の適正を期するため、申請者に対して報告を求め、又はその職員に当
該申請者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に
質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。 

（留意事項） 

 １ 小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援事業実施要綱を遵守すること。 

 ２ 虚偽その他の不正手段により支援金を受給した場合は、支援金の全部又は一部の返還を命ず
るものとする。 
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様式第４号（第５条関係） 

 

第   号  

年  月  日  

 

  様 

 

小樽市長 

 

 

小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援金支給不承認決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援金の支給に

ついて、次のとおり支給しないことを決定したので、小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援事業

実施要綱第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

支援金の名称 小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援金 

 

不承認とした理由 

 


